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厚
生
労
働
省
の
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
は

七
月
三
〇
日
、
塩
崎
厚
労
相
に
対
し
、
二
〇

一
五
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
改
定
目
安

に
つ
い
て
答
申
し
た
。
引
き
上
げ
目
安
は
、

東
京
、
愛
知
、
大
阪
な
ど
「
Ａ
ラ
ン
ク
」
が

一
九
円
、
埼
玉
、
京
都
、
広
島
な
ど
「
Ｂ
ラ

ン
ク
」
が
一
八
円
、
北
海
道
、
石
川
、
福
岡

な
ど
「
Ｃ
ラ
ン
ク
」
が
一
六
円
、
青
森
、
沖

縄
な
ど
「
Ｄ
ラ
ン
ク
」
が
一
六
円
。
全
国
加

重
平
均
に
す
る
と
一
八
円
で
、
目
安
額
通
り

に
決
定
さ
れ
れ
ば
、
最
低
賃
金
が
時
給
で
決

ま
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
〇
二
年
度
以
降
で

最
高
の
上
げ
幅
と
な
る
。

　

今
後
、
各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
で
、
地

域
に
お
け
る
賃
金
実
態
調
査
や
参
考
人
の
意

見
等
も
踏
ま
え
た
調
査
審
議
を
経
て
答
申
が

行
わ
れ
、
各
都
道
府
県
労
働
局
長
が
地
域
別

最
低
賃
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

労
使
の
意
見
、
隔
た
り
大
き
く

　

七
月
二
八
日
の
一
五
時
か
ら
開
催
さ
れ
た
、

第
四
回
「
目
安
に
関
す
る
小
委
員
会
」
で
の

議
論
は
、
労
使
の
意
見
の
隔
た
り
が
大
き
く
、

翌
二
九
日
の
朝
方
ま
で
及
ん
だ
。

　

労
働
者
側
委
員
は
、「
将
来
へ
の
不
安
を
払

拭
し
安
心
感
を
醸
成
で
き
る
よ
う
、
暮
ら
し

の
底
上
げ
に
直
結
す
る
最
低
賃
金
の
大
幅
な

引
上
げ
が
必
要
」
で
あ
り
、「
審
議
に
当
た
っ

て
は
、
経
済
的
に
自
立
し
、
人
た
る
に
値
す

る
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
最
低
賃
金
の

適
正
な
水
準
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
し
て
い

く
べ
き
で
、賃
金
改
定
状
況
調
査（
第
四
表
）

に
基
づ
く
引
上
げ
幅
の
み
の
議
論
に
終
始
す

べ
き
で
な
い
」
な
ど
と
主
張
。

　

そ
の
う
え
で
、「
平
成
二
六
年
平
均
の
消
費

者
物
価
指
数
（
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総

合
）
の
三
・
三
％
に
加
え
、
組
織
労
働
者
の

賃
上
げ
結
果
を
上
回
る
引
上
げ
が
必
要
」
な

ど
と
し
、
さ
ら
に
「
雇
用
戦
略
対
話
合
意
の

全
国
で
最
低
で
も
八
〇
〇
円
と
い
う
目
標
到

達
へ
向
け
、
ま
た
地
域
活
性
化
と
い
う
観
点

か
ら
も
、
早
期
に
八
〇
〇
円
到
達
へ
の
道
筋

を
示
す
目
安
額
と
す
べ
き
」
な
ど
と
強
調
し

た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
使
用
者
側
委
員
は
「
過
去

五
年
間
に
わ
た
っ
て
、
生
活
保
護
と
の
乖
離

解
消
や
、
生
産
性
と
関
係
な
く
引
上
げ
を
最

優
先
す
る
審
議
が
続
い
た
こ
と
に
よ
り
、
中

小
企
業
の
支
払
能
力
を
超
え
た
大
幅
か
つ
急

激
な
引
上
げ
が
続
い
て
き
た
結
果
、
影
響
率

も
上
昇
し
、
最
低
賃
金
の
引
上
げ
が
企
業
経

営
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
従
来
以
上
に
高

ま
っ
て
い
る
」
な
ど
と
指
摘
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、「
今
年
度
の
ラ
ン
ク
別
の
目

安
に
つ
い
て
は
、『
法
の
原
則
』
で
あ
る
、
地

域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
、
賃
金
及
び

通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
能
力
の
三
要
素
を

総
合
的
に
表
し
て
い
る
『
賃
金
改
定
状
況
調

査
結
果
』
の
と
く
に
第
四
表
の
デ
ー
タ
を
重

視
し
た
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、
最
低
賃
金

の
は
り
付
き
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
た
、
ラ
ン

ク
ご
と
の
実
態
を
反
映
し
た
目
安
と
す
べ

き
」
な
ど
と
主
張
。
ま
た
、「
物
価
の
上
昇
分

を
最
低
賃
金
の
引
上
げ
で
充
当
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
物
価
が
下
落
す
る
中

で
、
企
業
自
ら
が
生
産
性
の
向
上
に
努
め
、

経
済
の
回
復
に
先
行
し
て
最
低
賃
金
の
引
上

げ
に
協
力
し
て
き
た
こ
と
、
最
近
よ
う
や
く

一
部
で
経
済
状
況
が
追
い
つ
い
て
き
た
と
は

い
え
、
中
小
企
業
の
生
産
性
の
向
上
が
未
だ

に
確
認
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
踏

ま
え
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
」
な
ど
と
強
調

し
た
。

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方

針
二
〇
一
五
」
等
に
特
段
の
配
慮　

／
公
益
委
員
見
解

　

こ
う
し
た
な
か
、
公
益
委
員
見
解
の
形
で

取
り
ま
と
め
ら
れ
た
改
定
目
安
は
、
Ａ
ラ
ン

ク
の
都
府
県
は
二
〇
〇
二
年
度
以
降
の
最
高

額
と
同
水
準
、
Ｂ
～
Ｄ
ラ
ン
ク
の
道
府
県
で

は
最
高
額
と
な
り
、
Ａ
ラ
ン
ク
と
Ｃ
・
Ｄ
ラ

ン
ク
の
差
額
は
三
円
（
昨
年
度
は
六
円
）
と

な
っ
た
。
全
国
加
重
平
均
に
す
る
と
、
二
〇

一
〇
年
度
の
一
七
円
を
上
回
る
過
去
最
高
の

一
八
円
（
昨
年
度
は
一
六
円
）
で
、
二
桁
は

四
年
連
続
と
な
る
（
図
１
）。

　

こ
う
し
た
改
定
目
安
が
示
さ
れ
た
背
景
に

つ
い
て
、
報
告
で
は
、「
平
成
二
三
年
二
月
一

〇
日
に
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
了

承
さ
れ
た
『
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
目
安
制

度
の
在
り
方
に
関
す
る
全
員
協
議
会
報
告
』

の
四
（
二
）
で
合
意
さ
れ
た
今
後
の
目
安
審

議
の
在
り
方
を
踏
ま
え
、
と
く
に
地
方
最
低

賃
金
審
議
会
に
お
け
る
合
理
的
な
自
主
性
発

揮
が
確
保
で
き
る
よ
う
整
備
充
実
に
努
め
て

き
た
資
料
を
基
に
す
る
と
と
も
に
、『
経
済
財

政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
』（
平

成
二
七
年
六
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
及
び

『「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
〇
一
五
』（
同

日
閣
議
決
定
）
に
つ
い
て
も
特
段
の
配
慮
を

し
た
う
え
で
、
と
り
わ
け
平
成
二
六
年
に
お

い
て
消
費
者
物
価
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
、

地
域
別
最
低
賃
金
の
最
高
額
に
対
す
る
最
低

額
の
比
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
、
影
響
率

が
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
、
諸
般
の
事

情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
審
議
し
て
き
た
」

な
ど
と
説
明
し
た
。

｢

経
済
の
好
循
環
を
二
巡
目
、
三
巡
目

と
回
し
て
い
く
た
め
に
も
賃
金
の
上

昇
は
重
要｣

／
安
倍
首
相

　

最
低
賃
金
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
大
幅
な

引
き
上
げ
を
め
ざ
す
政
府
の
動
き
も
目
立
つ

こ
と
と
な
っ
た
。

　

地
域
別
最
低
賃
金
額
の
改
定
目
安
に
つ
い

て
諮
問
す
る
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
の
開
催

（
七
月
一
日
）
を
前
に
、
六
月
末
に
閣
議
決

定
さ
れ
た｢

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本

方
針
二
〇
一
五｣

で
は
、｢

好
循
環
拡
大
の

た
め
に
は
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
が

賃
金
を
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る｣

と
し
、｢

中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
へ
の
支
援
を
図
り
つ
つ
最
低
賃
金
の

引
上
げ
に
努
め
る｣

旨
が
明
記
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
七
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ
た
経
済

財
政
諮
問
会
議
で
は
最
低
賃
金
に
係
る
議
論

も
行
わ
れ
、
内
閣
府
か
ら｢

最
低
賃
金
近
傍

ト
ピ
ッ
ク
ス

最
低
賃
金

1

引
き
上
げ
額
目
安
は
A
ラ
ン
ク
一
九
円
、
B
ラ
ン
ク
一
八
円
、
C
・
D
ラ
ン
ク
一
六
円
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で
働
い
て
い
る
労
働
者
は
三
〇
〇
～
五
〇
〇

万
人
程
度
の
規
模
で
存
在
す
る
と
み
ら
れ
、

最
低
賃
金
の
引
上
げ
は
そ
の
所
得
を
増
や
す

ほ
か
、
労
働
者
全
体
の
賃
金
の
底
上
げ
に
も

効
果
が
あ
る｣

こ
と
、｢

仮
に
最
低
賃
金
を

一
〇
円
、
も
し
く
は
二
〇
円
引
き
上
げ
た
場

合
の
所
得
引
上
げ
効
果
を
大
胆
な
仮
定
を
置

い
て
試
算
す
る
と
、
四
〇
〇
～
九
〇
〇
億
円

程
度
と
試
算
で
き
る｣
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
か
ら
は｢

最
低
賃
金

の
改
正
に
よ
っ
て
賃
金
を
上
げ
る
こ
と
と
な

る
労
働
者
の
割
合
＝
影
響
率
は
年
々
高
く

な
っ
て
お
り
、
と
く
に
小
規
模
事
業
所
で
よ

り
高
ま
っ
て
い
る
（
図
２
）。
産
業
別
に
み

る
と
、
生
産
性
が
低
い
産
業
で
影
響
率
も
高

い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
相
対
的
に
就
業
者

が
多
い
宿
泊
・
飲
食
、
あ
る
い
は
卸
売
・
小

売
な
ど
で
影
響
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
生
産
性
向
上
を
支
援
し
つ
つ

最
低
賃
金
を
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
は
な
い
か｣

な
ど
と
す
る
説
明
が
行
わ
れ

た
。

　

そ
の
う
え
で
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
か
ら

｢

経
済
の
好
循
環
を
二
巡
目
、
三
巡
目
と
回

し
て
い
く
た
め
に
も
、
賃
金
の
上
昇
は
重
要

で
あ
り
、
今
年
の
春
闘
で
も
一
七
年
ぶ
り
の

引
上
げ
幅
と
な
っ
た
。
現
在
、
最
低
賃
金
に

つ
い
て
は
審
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。
政

府
と
し
て
、
最
低
賃
金
の
大
幅
な
引
上
げ
が

可
能
と
な
る
よ
う
、
中
小
・
小
規
模

事
業
者
の
方
々
の
環
境
整
備
や
サ
ー

ビ
ス
産
業
の
生
産
性
向
上
に
全
力
を

挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
関
係
大
臣
に

は
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
て
、

し
っ
か
り
対
応
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
な
ど
と
す
る
発
言
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
も
踏
ま
え
つ
つ
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
「
目
安
に
関
す
る

小
委
員
会
」
報
告
の
公
益
委
員
見
解

で
は
、「
政
府
に
お
い
て
『
経
済
財
政

運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一

五
』
及
び
『「
日
本
再
興
戦
略｣

改

訂
二
〇
一
五
』
に
掲
げ
ら
れ
た
中
小

企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
生
産
性
向

上
を
は
じ
め
と
す
る
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等
に
引

き
続
き
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
要
望

す
る｣

こ
と
、
ま
た
、｢

行
政
機
関

が
民
間
企
業
に
業
務
委
託
を
行
っ
て

い
る
場
合
に
、
年
度
途
中
の
最
低
賃

金
額
改
定
に
よ
っ
て
当
該
業
務
委
託

先
に
お
け
る
最
低
賃
金
の
履
行
確
保

に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

発
注
時
に
お
け
る
特
段
の
配
慮
を
要

望
す
る
」
こ
と
な
ど
が
付
記
さ
れ
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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図１　地域別最低賃金の全国加重平均額と前年度からの引上げ額の推移

図２　影響率の推移

資料出所　：　第14回経済財政諮問会議（7/23開催）の 内閣府提出資料を元に作成 

資料出所　：　第14回経済財政諮問会議（7/23開催）の 塩崎臨時議員（厚生労働省）提出資料より抜粋 


